安城市 介護サービス相談員募集要項
１　応募資格
（１）市内在住の介護保険被保険者（４０歳以上の方）であること
（２）普通自動車運転免許を有し、自己所有の車で訪問活動ができること。なお、自動車任意保険（対人損害賠償保険に関し無制限、対物損害賠償保険に関し５００万円以上）に加入していること
（３）介護や高齢者福祉に高い関心があること
（４）介護サービス相談員養成研修（７月２１日（火）～７月２４日（金）及び８月２７日（木）に東京都内で予定）及びフィールドワーク実習（７月下旬及び８月上旬に安城市内で予定）を受講できること
　　※研修費用は市が負担し、研修にかかる交通費は市の規定に基づき支給します。
（５）介護サービス事業所等の経営又は勤務をしていないこと
（６）指定された日時に活動（主に曜日を固定したシフト制による）できること
※都合が悪い場合は相談員間の調整をお願いする場合があります。
２　募集人数　
若干名
３　活動内容
（１）月に３回～６回、１回につき１時間３０分程度の間、介護サービス提供の場（特別養護老人ホーム等）を訪問し、利用者等の話を聞き、疑問や不満、不安の解消を図ります。利用者等の意見や要望を施設側に伝えます。
（２）１～２ヶ月に１回、１回につき２時間程度の介護サービス相談員連絡会等に出席し、活動報告や情報提供を行います。
４　任期及び報酬
（１）任用期間は、令和８年５月１日（金）から令和１０年３月３１日（金）までを予定しています。なお、勤務状況により、更新をお願いすることがあります。
（２）報酬は、訪問活動１回につき４，０００円。会議等の出席１回につき２，０００円又は４，０００円。いずれも交通費を含みます。
５　応募期間
　　令和８年３月９日（月）から令和８年４月６日（月）（必着）まで
６　応募方法
所定の応募用紙に必要事項を記入の上、高齢福祉課介護保険係（北庁舎１階４５番窓口）まで郵送又は持参してください。（土日祝を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで受付）
　　（応募用紙は、高齢福祉課で配布。市公式ウェブサイトからダウンロード可）
７　選考方法
　　書類審査及び面接
　　※面接は、令和８年４月２１日（火）又は４月２２日（水）を予定。会場及び時間は別途お知らせします。
結果は、採用、不採用に関わらず、令和８年５月上旬に本人あてに通知します。
８　問い合わせ先
　　福祉部高齢福祉課介護保険係　電話０５６６－７１－２２９０
